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社会福祉法人京都いのちの電話 苦情対応規定 

 

第 1章 総 則 

 

（目的） 

第 1 条 この規定は、社会福祉法人京都いのちの電話（以下「法人」という）が実施する

事業の利用者からの苦情に対して適切な対応を行うことにより、当法人の事業（以

下「事業」）という）の利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、

事業に対する社会的な信頼を向上させることを目的とする。 

 

（対象とする苦情） 

第 2 条 この規定における苦情とは事業に関する異議、不服、不満等で、その原因となっ

た事実があった日からおおむね 6か月以内に申し出があったものをいう。 

  2  前項に掲げる苦情のうち、法令による制度の改善を目的とする苦情は、本規定が

取り扱う対象から除外する。 

 

（苦情申出人） 

第 3 条 事業を現に利用しているか、または過去に利用したことのある個人は本規定に基

づき苦情を申し出ることができる（以下、苦情を申し出る個人を「苦情申出人」

という） 

  2  苦情申出人は代理人に依頼して苦情を申し出ることができる。 

 

第 2章 苦情解決体制 

 

（苦情解決責任者） 

第 4条 法人に苦情解決責任者を設置する。 

  2  苦情解決責任者は、運営担当理事があたるものとする。 

 

（苦情解決責任者の職務） 

第 5条 苦情解決責任者の職務は、次のとおりとする。 

（1）苦情申出内容の原因、解決方策の検討 

（2）苦情解決のための苦情申出人との話し合い 

（3）苦情解決のため第 8条に定める第三者委員に助言を求め、調整を依頼すること 

（4）苦情原因の改善状況の苦情申出人及び第三者委員への報告（苦情申出人との連絡が可

能な場合に限る） 
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（苦情受付担当者） 

第 6条 法人に苦情受付担当者を設置する 

  2  臨時職員以外の事務局員は苦情受付担当者となる 

 

第 7条 苦情受付担当者の職務は、次のとおりとする。 

（1）苦情申出人からの苦情受付 

（2）苦情内容、苦情申出人の意向等の確認と記録 

（3）苦情内容の苦情解決責任者への報告 

 

（事業に関する第三者委員） 

第 8 条 事業に関する苦情解決における客観性を確保し、公正・中立な立場から苦情の解

決を図るため、法人から独立した第三者委員を設置する。 

  2  第三者委員は次に揚げるうちから（ただし法人の理事は除くものとする）理事長

が 2名以上を選任し、委嘱する。 

（1）監事 

（2）学識経験者 

（3）医師 

（4）弁護士 

（5）社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士 

 

（第三者委員の任期） 

第 9 条 第三者委員の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。欠員が生じた場合に

補完した委員の任期は前任者の在任期間とする。 

 

（第三者委員の職務） 

第 10条 第三者委員は、担当する案件についてそれぞれ単独で業務を行う。ただし、必要

に応じて他の第三者委員と協議を行うことができる。 

  2 法人事業に関する苦情解決に関する第三者委員の職務は次のとおりとする。 

  （1）苦情受付担当者からの苦情内容の報告の聴取 

  （2）苦情申出人への助言（苦情申出人との連絡が可能な場合に限る） 

  （3）苦情解決責任者あるいは法人への助言 

  （4）苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会いと調整ないし助言（苦情申

出人との連絡が可能な場合に限る） 

  （5）苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告の聴取 

  3 苦情解決責任者は、苦情申出人から第三者委員の関与を求められたとき、または第

三者委員の関与が相当と認めたときは、担当する第三者委員を指名する。 
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第 3章 苦情解決の業務 

 

（制度の周知） 

第 12条 苦情解決責任者は、事業に関するウェブページへの掲載等により、本規定に基づ

く苦情解決制度について周知を図らなければならない。 

 

（苦情の受付） 

第 13条 苦情の申出は、別に定める「苦情申出書」によるほか、様式によらない文書、口

頭による申し出によっても受け付けることができる。 

  2 苦情受付担当者は、苦情申出人からの苦情受付に際して、別に定める「苦情受付・

経過記録書」に記録する。 

 

（苦情の報告・確認） 

第 14 条 苦情受付担当者は受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告し、必要がある場合、

第三者委員にも報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を希望しな

い場合はこの限りではない。 

  2 苦情受付担当者は投書等匿名による苦情があった場合にも、苦情解決責任者に報告

し必要な対応を行う。 

  3 苦情受付担当者から苦情申出の報告を受けた苦情解決責任者は苦情内容を確認し、

別に定める「苦情受付報告書」によって、苦情申出人に対して報告を受けた旨を

通知する。通知は原則として苦情申出でのあった日から 2 週間以内に行わなけれ

ばならない。（苦情申出人との連絡が可能な場合に限る） 

 

（法人事業に関する苦情解決に向けた対応） 

第 15条 苦情解決責任者は法人事業に関する苦情について、苦情申し出の内容を解決する

ため、苦情申出人との話し合いを実施する。ただし、苦情申出人が同意する場合

には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。（苦情申出人との連

絡が可能な場合に限る） 

  2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として苦情申出のあった日から１ヶ

月以内に行わなければならない。 

  3 苦情申出人又は苦情解決責任者は必要に応じて第三者委員に助言を求めることが

できる。 

  4 第三者委員は必要に応じて苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いに立会い、双

方を調整し、双方に助言することができる。（苦情申出人との連絡が可能な場合に

限る） 

  5 苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「話し合い
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結果記録書」により記録する。 

  6 苦情申出人による苦情の申出時より話し合い経過、結果報告に至るまで、いかなる

場合も、苦情申出人に対応した電話相談員個人の氏名を開示することはしない。 

 

（苦情解決に向けた記録・結果報告） 

第 16条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経緯と結果について書面によ

り記録する。 

   2 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人およ

び第三者委員に対して別に定める「苦情解決結果報告書」により報告する。 

報告は、原則として話し合いを終了した日から 1 ヶ月以内に行わなければならな

い。（苦情申出人との連絡が可能な場合に限る） 

 

 

付 則 

この規定は、2018年４月１日から施行する。 

 

尚、京都いのちの電話では苦情に対し誠実にかつ迅速に対応するため、また相談者、相談

員双方の安全と権利を守るために、すべての相談電話を自動録音することにいたしました。 

（録音の保存期間は約半年です） 

また、通話の内容は外部に対してはもちろん、当機関内でもその秘密は堅く守られます。 


